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 佐賀県規則第23号 

   佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則（昭和59年佐賀県規則第67号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（職員の区分） （職員の区分） 

第４条の６ 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する

月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに

その者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のア

又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応

するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとす

る。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の

右欄に掲げる２以上の区分に該当していたときは、その者は、当

該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の

左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。 

第４条の６ 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する

月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに

その者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のア

からエまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に

対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたもの

とする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの

表の右欄に掲げる２以上の区分に該当していたときは、その者は、

当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表

の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。 

別表（第４条の６関係） 別表（第４条の６関係） 

ア 平成８年４月１日から平成18年３月31日までの間の基礎在職

期間における職員の区分についての表 

ア 平成８年４月１日から平成18年３月31日までの間の基礎在職

期間における職員の区分についての表 

 略 

第５号

区分 

１～７ 略 

８ 平成15年４月以後平成18年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表第２号給の給料月額を受けていたもの 

９ 略 

 略 
 

 略 

第５号

区分 

１～７ 略 

８ 平成15年４月以後平成18年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表２号給の給料月額を受けていたもの 

９ 略 

 略 
 

イ 平成18年４月以後の基礎在職期間における職員の区分につい

ての表 

 イ 平成18年４月１日から令和３年３月31日までの間の基礎在職

期間における職員の区分についての表 



2 

改正前 改正後 

第１号

区分 

１ 平成18年４月１日以後適用されている佐賀県職員

給与条例（以下「平成18年４月以後の県職員給与条例」

という。）の行政職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が９級であったもの 

 

２ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が４級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

３ 平成18年４月１日以後適用されている一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下

「平成18年４月以後の任期付職員条例」という。）第

７条第１項の給料表の適用を受けていた者で同表６

号給以上の給料月額を受けていたもの 

 

４ 平成18年４月１日以後適用されている一般職の任

期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する

条例（以下「平成18年４月以後の任期付研究員条例」

という。）第５条第１項の給料表の適用を受けていた

者で同表５号給以上の給料月額を受けていたもの 

 

 

第２号

区分 

１ 平成18年４月以後の県職員給与条例の行政職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が８

級であったもの 

２ 平成18年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が９ 

第１号

区分 

１ 平成18年４月１日から令和３年３月31日までの間

において適用されていた佐賀県職員給与条例（以下

「平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例」という。）の行政職給料表の適用を受けていた

者でその属する職務の級が９級であったもの 

２ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

３ 平成18年４月１日から令和３年３月31日までの間

において適用されていた一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例（以下「平成18年４月以

後令和３年３月以前の任期付職員条例」という。）第

７条第１項の給料表の適用を受けていた者で同表６

号給以上の給料月額を受けていたもの 

４ 平成18年４月１日から令和３年３月31日までの間

において適用されていた一般職の任期付研究員の採

用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（以下「平

成18年４月以後令和３年３月以前の任期付研究員条

例」という。）第５条第１項の給料表の適用を受けて

いた者で同表５号給以上の給料月額を受けていたも

の 

第２号

区分 

１ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が８級であったもの 

２ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属 
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改正前 改正後 

 級であったもの 

３ 平成18年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５

級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

４ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が４級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

５ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が７級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

６ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が６級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

７ 平成18年４月以後の任期付職員条例第７条第１項

の給料表の適用を受けていた者で同表５号給の給料

月額を受けていたもの 

第３号

区分 

１ 平成18年４月以後の県職員給与条例の行政職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が７

級であったもの 

２ 平成18年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が８

級であったもの 

３ 平成18年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５ 

 する職務の級が９級であったもの 

３ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもののうち別に知事が

定めるもの 

４ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

５ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が７級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

６ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

７ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付職員

条例第７条第１項の給料表の適用を受けていた者で

同表５号給の給料月額を受けていたもの 

第３号

区分 

１ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が７級であったもの 

２ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が８級であったもの 

３ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属 



4 

改正前 改正後 

 級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

４ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が３級又は４級であったもののうち別に知事が定め

るもの 

５ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が６級又は７級であったもののうち別に知事が定め

るもの 

６ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が６級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

７ 平成18年４月以後の任期付職員条例第７条第１項

の給料表の適用を受けていた者で同表４号給の給料

月額を受けていたもの 

８ 平成18年４月以後の任期付研究員条例第５条第１

項の給料表の適用を受けていた者で同表第４号給の

給料月額を受けていたもの 

９ 平成18年４月１日以後適用されている佐賀県公立

学校職員給与条例（以下「平成18年４月以後の学校職

員給与条例」という。）の高等学校等教育職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもののうち別に知事が定めるもの 

 

第４号

区分 

１ 平成18年４月以後の県職員給与条例又は平成18年

４月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用 

 する職務の級が５級であったもののうち別に知事が

定めるもの 

４ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級又は４級であったもののう

ち別に知事が定めるもの 

５ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級又は７級であったもののう

ち別に知事が定めるもの 

６ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

７ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付職員

条例第７条第１項の給料表の適用を受けていた者で

同表４号給の給料月額を受けていたもの 

８ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表４号給の給料月額を受けていたもの 

９ 平成18年４月１日から令和３年３月31日までの間

において適用されていた佐賀県公立学校職員給与条

例（以下「平成18年４月以後令和３年３月以前の学校

職員給与条例」という。）の高等学校等教育職給料表

の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級

であったもののうち別に知事が定めるもの 

第４号

区分 

１ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例又は平成18年４月以後令和３年３月以前の学校  
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改正前 改正後 

 を受けていた者でその属する職務の級が６級であっ

たもの 

２ 平成18年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が７

級であったもの 

３ 平成18年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５

級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

４ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が３級であったもののうち別に知事が定めるもの又

は４級であったもの（第１号区分の項第２号、第２号

区分の項第４号及び第３号区分の項第４号に掲げる

者を除く。） 

５ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が６級又は７級であったもののうち別に知事が定め

るもの 

６ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が６級であったもの（第２号区分の項第６号及び第３

号区分の項第６号に掲げる者を除く。） 

 

７ 平成18年４月以後の任期付職員条例第７条第１項

の給料表の適用を受けていた者で同表３号給の給料

月額を受けていたもの 

８ 平成18年４月以後の任期付研究員条例第５条第１ 

 職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が６級であったもの 

２ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が７級であったもの 

３ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもののうち別に知事が

定めるもの 

４ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもののうち別に知

事が定めるもの又は４級であったもの（第１号区分の

項第２号、第２号区分の項第４号及び第３号区分の項

第４号に掲げる者を除く。） 

５ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級又は７級であったもののう

ち別に知事が定めるもの 

６ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの（第２号区分の

項第６号及び第３号区分の項第６号に掲げる者を除

く。） 

７ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付職員

条例第７条第１項の給料表の適用を受けていた者で

同表３号給の給料月額を受けていたもの 

８ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付研究 
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改正前 改正後 

 項の給料表の適用を受けていた者で同表第３号給の

給料月額を受けていたもの 

９ 平成18年４月以後の学校職員給与条例の高等学校

等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する

職務の級が４級であったもの（第３号区分の項第９号

に掲げる者を除く。） 

第５号

区分 

１ 平成18年４月以後の県職員給与条例又は平成18年

４月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が５級であっ

たもの 

２ 平成18年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６

級であったもの 

３ 平成18年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級又は５級であったもの（第２号区分の項第３号、第

３号区分の項第３号及び第４号区分の項第３号に掲

げる者を除く。） 

４ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が２級又は３級であったもののうち別に知事が定め

るもの 

５ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）又は平成18年４月以後の学校職員給与条例の

医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職

務の級が５級であったもののうち別に知事が定める

もの又は６級若しくは７級であったもの（第２号区分

の項第５号、第３号区分の項第５号及び第４号区分の 

 員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表３号給の給料月額を受けていたもの 

９ 平成18年４月以後令和３年３月以前の学校職員給

与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が４級であったもの（第３

号区分の項第９号に掲げる者を除く。） 

第５号

区分 

１ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例又は平成18年４月以後令和３年３月以前の学校

職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が５級であったもの 

２ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

３ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級又は５級であったもの（第２号区

分の項第３号、第３号区分の項第３号及び第４号区分

の項第３号に掲げる者を除く。） 

４ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級又は３級であったもののう

ち別に知事が定めるもの  

５ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）又は平成18年４月以後令和

３年３月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもののうち別に知事が定めるもの又は６級若

しくは７級であったもの（第２号区分の項第５号、第  
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 項第５号に掲げる者を除く。） 

 

６ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が５級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

７ 平成18年４月以後の任期付職員条例第７条第１項

の給料表の適用を受けていた者で同表１号給又は２

号給の給料月額を受けていたもの 

８ 平成18年４月以後の任期付研究員条例第５条第１

項の給料表の適用を受けていた者で同表第２号給の

給料月額を受けていたもの 

９ 平成18年４月以後の学校職員給与条例の高等学校

等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する

職務の級が３級であったもの 

第６号

区分 

１ 平成18年４月以後の県職員給与条例又は平成18年

４月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が４級であっ

たもの 

２ 平成18年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であったもののうち別に知事が定めるもの又は５

級であったもの 

３ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）又は平成18年４月以後の学校職員給与条例の

医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職

務の級が５級であったもののうち別に知事が定める

もの 

 ３号区分の項第５号及び第４号区分の項第５号に掲

げる者を除く。） 

６ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

７ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付職員

条例第７条第１項の給料表の適用を受けていた者で

同表１号給又は２号給の給料月額を受けていたもの 

８ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表２号給の給料月額を受けていたもの 

９ 平成18年４月以後令和３年３月以前の学校職員給

与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

第６号

区分 

１ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例又は平成18年４月以後令和３年３月以前の学校

職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が４級であったもの 

２ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもののうち別に知事が

定めるもの又は５級であったもの 

３ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）又は平成18年４月以後令和

３年３月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもののうち別に知事が定めるもの  
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 ４ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が５級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

５ 平成18年４月以後の任期付研究員条例第５条第１

項の給料表の適用を受けていた者で同表１号給の給

料月額を受けていたもの 

６ 平成18年４月以後の学校職員給与条例の高等学校

等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する

職務の級が１級若しくは２級であったもののうち別

に知事が定めるもの又は特２級であったもの 

 

第７号

区分 

１ 平成18年４月以後の県職員給与条例又は平成18年

４月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が３級であっ

たもの 

２ 平成18年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもののうち別に知事が定めるもの又は４

級であったもの（第６号区分の項第２号に掲げる者を

除く。） 

３ 平成18年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもののうち別に知事が定めるもの 

 

４ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が１級若しくは２級であったもののうち別に知事が 

 ４ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

５ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表１号給の給料月額を受けていたもの 

６ 平成18年４月以後令和３年３月以前の学校職員給

与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が１級若しくは２級であ

ったもののうち別に知事が定めるもの又は特２級で

あったもの 

第７号

区分 

１ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例又は平成18年４月以後令和３年３月以前の学校

職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が３級であったもの 

２ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもののうち別に知事が

定めるもの又は４級であったもの（第６号区分の項第

２号に掲げる者を除く。） 

３ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもののうち別に知事が

定めるもの 

４ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級若しくは２級であったもの  
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 定めるもの又は３級であったもの（第３号区分の項第

４号、第４号区分の項第４号及び第５号区分の項第４

号に掲げる者を除く。） 

５ 平成18年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）又は平成18年４月以後の学校職員給与条例の

医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職

務の級が３級であったもののうち別に知事が定める

もの又は４級若しくは５級であったもの（第５号区分

の項第５号及び第６号区分の項第３号に掲げる者を

除く。） 

６ 平成18年４月以後の給与条例の医療職給料表（三）

の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級

であったもののうち別に知事が定めるもの又は４級

若しくは５級であったもの（第５号区分の項第６号及

び第６号区分の項第４号に掲げる者を除く。） 

 

７ 平成18年４月以後の任期付研究員条例第５条第２

項の給料表の適用を受けていた者 

８ 平成18年４月以後の学校職員給与条例の高等学校

等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する

職務の級が１級又は２級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

 略 
 

 のうち別に知事が定めるもの又は３級であったもの

（第３号区分の項第４号、第４号区分の項第４号及び

第５号区分の項第４号に掲げる者を除く。） 

５ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）又は平成18年４月以後令和

３年３月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもののうち別に知事が定めるもの又は４級若

しくは５級であったもの（第５号区分の項第５号及び

第６号区分の項第３号に掲げる者を除く。） 

６ 平成18年４月以後令和３年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもののうち別に知

事が定めるもの又は４級若しくは５級であったもの

（第５号区分の項第６号及び第６号区分の項第４号

に掲げる者を除く。） 

７ 平成18年４月以後令和３年３月以前の任期付研究

員条例第５条第２項の給料表の適用を受けていた者 

８ 平成18年４月以後令和３年３月以前の学校職員給

与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が１級又は２級であった

もののうち別に知事が定めるもの 

 略 
 

  ウ 令和３年４月１日から令和４年３月 31日までの間の基礎在職

期間における職員の区分についての表  

 第１号

区分 

１ 令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間

において適用されていた佐賀県職員給与条例（以下  
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 「令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例」という。）の行政職給料表の適用を受けていた

者でその属する職務の級が９級であったもの 

２ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

３ 令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間

において適用されていた一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例（以下「令和３年４月以

後令和４年３月以前の任期付職員条例」という。）第

７条第１項の給料表の適用を受けていた者で同表６

号給以上の給料月額を受けていたもの 

４ 令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間

において適用されていた一般職の任期付研究員の採

用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（以下「令

和３年４月以後令和４年３月以前の任期付研究員条

例」という。）第５条第１項の給料表の適用を受けて

いた者で同表５号給以上の給料月額を受けていたも

の 

第２号

区分 

１ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が８級であったもの 

２ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が９級であったもの 

３ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与 
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 条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもののうち別に知事が

定めるもの 

４ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

５ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が７級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

６ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

７ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付職員

条例第７条第１項の給料表の適用を受けていた者で

同表５号給の給料月額を受けていたもの 

第３号

区分 

１ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が７級であったもの 

２ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が８級であったもの 

３ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもののうち別に知事が

定めるもの 
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 ４ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級又は４級であったもののう

ち別に知事が定めるもの 

５ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級又は７級であったもののう

ち別に知事が定めるもの 

６ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

７ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付職員

条例第７条第１項の給料表の適用を受けていた者で

同表４号給の給料月額を受けていたもの 

８ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表４号給の給料月額を受けていたもの 

９ 令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間

において適用されていた佐賀県公立学校職員給与条

例（以下「令和３年４月以後令和４年３月以前の学校

職員給与条例」という。）の高等学校等教育職給料表

の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級

であったもののうち別に知事が定めるもの 

第４号

区分 

１ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例又は令和３年４月以後令和４年３月以前の学校

職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が６級であったもの  
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 ２ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が７級であったもの 

３ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもののうち別に知事が

定めるもの 

４ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもののうち別に知

事が定めるもの又は４級であったもの（第１号区分の

項第２号、第２号区分の項第４号及び第３号区分の項

第４号に掲げる者を除く。） 

５ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級又は７級であったもののう

ち別に知事が定めるもの 

６ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの（第２号区分の

項第６号及び第３号区分の項第６号に掲げる者を除

く。） 

７ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付職員

条例第７条第１項の給料表の適用を受けていた者で

同表３号給の給料月額を受けていたもの 

８ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表３号給の給料月額を受けていたもの 
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改正前 改正後 

 ９ 令和３年４月以後令和４年３月以前の学校職員給

与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が４級であったもの（第３

号区分の項第９号に掲げる者を除く。） 

第５号

区分 

１ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例又は令和３年４月以後令和４年３月以前の学校

職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が５級であったもの 

２ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

３ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

４ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級又は３級であったもののう

ち別に知事が定めるもの 

５ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）又は令和３年４月以後令和

４年３月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもののうち別に知事が定めるもの又は６級若

しくは７級であったもの（第２号区分の項第５号、第

３号区分の項第５号及び第４号区分の項第５号に掲

げる者を除く。） 

６ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ  
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改正前 改正後 

 の属する職務の級が５級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

７ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付職員

条例第７条第１項の給料表の適用を受けていた者で

同表１号給又は２号給の給料月額を受けていたもの 

８ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表２号給の給料月額を受けていたもの 

９ 令和３年４月以後令和４年３月以前の学校職員給

与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

第６号

区分 

１ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例又は令和３年４月以後令和４年３月以前の学校

職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が４級であったもの 

２ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもののうち別に知事が

定めるもの又は５級であったもの 

３ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）又は令和３年４月以後令和

４年３月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもののうち別に知事が定めるもの 

４ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもののうち別に知

事が定めるもの  



16 

改正前 改正後 

 ５ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付研究

員条例第５条第１項の給料表の適用を受けていた者

で同表１号給の給料月額を受けていたもの 

６ 令和３年４月以後令和４年３月以前の学校職員給

与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が１級若しくは２級であ

ったもののうち別に知事が定めるもの又は特２級で

あったもの 

第７号

区分 

１ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例又は令和３年４月以後令和４年３月以前の学校

職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が３級であったもの 

２ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもののうち別に知事が

定めるもの又は４級であったもの（第６号区分の項第

２号に掲げる者を除く。） 

３ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

４ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級若しくは２級であったもの

のうち別に知事が定めるもの又は３級であったもの

（第３号区分の項第４号、第４号区分の項第４号及び

第５号区分の項第４号に掲げる者を除く。） 

５ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（二）又は令和３年４月以後令和  
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改正前 改正後 

 ４年３月以前の学校職員給与条例の医療職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもののうち別に知事が定めるもの又は４級若

しくは５級であったもの（第５号区分の項第５号及び

第６号区分の項第３号に掲げる者を除く。） 

６ 令和３年４月以後令和４年３月以前の県職員給与

条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもののうち別に知

事が定めるもの又は４級若しくは５級であったもの

（第５号区分の項第６号及び第６号区分の項第４号

に掲げる者を除く。） 

７ 令和３年４月以後令和４年３月以前の任期付研究

員条例第５条第２項の給料表の適用を受けていた者 

８ 令和３年４月以後令和４年３月以前の学校職員給

与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が１級又は２級であった

もののうち別に知事が定めるもの 

第８号

区分 

 第１号区分から第７号区分までのいずれの職員の区

分にも属しないこととなる者 
 

  エ 令和４年４月以後の基礎在職期間における職員の区分につい

ての表  

 第１号

区分 

１ 令和４年４月１日以後適用されている佐賀県職員

給与条例（以下「令和４年４月以後の県職員給与条例」

という。）の行政職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が９級であったもの 

２ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級  
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改正前 改正後 

 が４級であったもののうち別に知事が定めるもの 

３ 令和４年４月１日以後適用されている一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下

「令和４年４月以後の任期付職員条例」という。）第

７条第１項の給料表の適用を受けていた者で同表６

号給以上の給料月額を受けていたもの 

４ 令和４年４月１日以後適用されている一般職の任

期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する

条例（以下「令和４年４月以後の任期付研究員条例」

という。）第５条第１項の給料表の適用を受けていた

者で同表５号給以上の給料月額を受けていたもの 

第２号

区分 

１ 令和４年４月以後の県職員給与条例の行政職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が８

級であったもの 

２ 令和４年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が９

級であったもの 

３ 令和４年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５

級であったもののうち別に知事が定めるもの 

４ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が４級であったもののうち別に知事が定めるもの 

５ 令和４年４月以後の任期付職員条例第７条第１項

の給料表の適用を受けていた者で同表５号給の給料

月額を受けていたもの 

第３号  １ 令和４年４月以後の県職員給与条例の行政職給料  
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改正前 改正後 

区分 表の適用を受けていた者でその属する職務の級が７

級であったもの 

２ 令和４年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が８

級であったもの 

３ 令和４年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５

級であったもののうち別に知事が定めるもの 

４ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が３級又は４級であったもののうち別に知事が定め

るもの 

５ 令和４年４月以後の任期付職員条例第７条第１項

の給料表の適用を受けていた者で同表４号給の給料

月額を受けていたもの 

６ 令和４年４月以後の任期付研究員条例第５条第１

項の給料表の適用を受けていた者で同表４号給の給

料月額を受けていたもの 

７ 令和４年４月１日以後適用されている佐賀県公立

学校職員給与条例（以下「令和４年４月以後の学校職

員給与条例」という。）の高等学校等教育職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもののうち別に知事が定めるもの 

第４号

区分 

１ 令和４年４月以後の県職員給与条例又は令和４年

４月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が６級であっ

たもの 



20 

改正前 改正後 

 ２ 令和４年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が７

級であったもの 

３ 令和４年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５

級であったもののうち別に知事が定めるもの 

４ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が３級であったもののうち別に知事が定めるもの又

は４級であったもの（第１号区分の項第２号、第２号

区分の項第４号及び第３号区分の項第４号に掲げる

者を除く。） 

５ 令和４年４月以後の任期付職員条例第７条第１項

の給料表の適用を受けていた者で同表３号給の給料

月額を受けていたもの 

６ 令和４年４月以後の任期付研究員条例第５条第１

項の給料表の適用を受けていた者で同表３号給の給

料月額を受けていたもの 

７ 令和４年４月以後の学校職員給与条例の高等学校

等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する

職務の級が４級であったもの（第３号区分の項第９号

に掲げる者を除く。） 

第５号

区分 

１ 令和４年４月以後の県職員給与条例又は令和４年

４月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が５級であっ

たもの 

２ 令和４年４月以後の県職員給与条例の公安職給料 
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改正前 改正後 

 表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６

級であったもの 

３ 令和４年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であったもの 

４ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が２級又は３級であったもののうち別に知事が定め

るもの 

５ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が６級であったもの 

６ 令和４年４月以後の任期付職員条例第７条第１項

の給料表の適用を受けていた者で同表１号給又は２

号給の給料月額を受けていたもの 

７ 令和４年４月以後の任期付研究員条例第５条第１

項の給料表の適用を受けていた者で同表２号給の給

料月額を受けていたもの 

８ 令和４年４月以後の学校職員給与条例の高等学校

等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する

職務の級が３級であったもの 

第６号

区分 

１ 令和４年４月以後の県職員給与条例又は令和４年

４月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が４級であっ

たもの 

２ 令和４年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４  
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改正前 改正後 

 級であったもののうち別に知事が定めるもの又は５

級であったもの 

３ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）又は令和４年４月以後の学校職員給与条例の

医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職

務の級が５級であったもの 

４ 令和４年４月以後の任期付研究員条例第５条第１

項の給料表の適用を受けていた者で同表１号給の給

料月額を受けていたもの 

５ 令和４年４月以後の学校職員給与条例の高等学校

等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する

職務の級が１級若しくは２級であったもののうち別

に知事が定めるもの又は特２級であったもの 

第７号

区分 

１ 令和４年４月以後の県職員給与条例又は令和４年

４月以後の学校職員給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が３級であっ

たもの 

２ 令和４年４月以後の県職員給与条例の公安職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもののうち別に知事が定めるもの又は４

級であったもの（第６号区分の項第２号に掲げる者を

除く。） 

３ 令和４年４月以後の県職員給与条例の研究職給料

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもの 

４ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料 
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改正前 改正後 

  表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が１級若しくは２級であったもののうち別に知事が

定めるもの又は３級であったもの（第３号区分の項第

４号、第４号区分の項第４号及び第５号区分の項第４

号に掲げる者を除く。） 

５ 令和４年４月以後の県職員給与条例の医療職給料

表（二）又は令和４年４月以後の学校職員給与条例の

医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職

務の級が４級であったもの 

６ 令和４年４月以後の任期付研究員条例第５条第２

項の給料表の適用を受けていた者 

７ 令和４年４月以後の学校職員給与条例の高等学校

等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する

職務の級が１級又は２級であったもののうち別に知

事が定めるもの 

第８号

区分 

 第１号区分から第７号区分までのいずれの職員の区

分にも属しないこととなる者 
 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


